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外部事象（火山対策） 

2021年3月29日 

中国電力株式会社 

資料－３ 
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①審査の概要 

 新規制基準では，自然現象のうち，火山への対策が新設され，原子力発電所の運
用期間中に想定される噴火規模や火砕流等の到達，降下火砕物の堆積等の影響につ
いて評価し，敷地内の設備の安全性をより強化するよう求められています。 



3 
②規制要求事項 

設置許可基準規則 
第６条（外部からの衝撃による損傷

の防止） 技術基準規則 
第７条（外部からの衝撃による損

傷の防止） 備 考 
 安全施設は，想定される自然現象
（地震及び津波を除く。次項において
同じ。）が発生した場合においても安
全機能を損なわないものでなければな
らない。  設計基準対象施設が想定される

自然現象（地震及び津波を除
く。）によりその安全性を損なうおそ
れがある場合は，防護措置，基礎
地盤の改良その他の適切な措置を
講じなければならない。 【追加要求

事項】 
２ 重要安全施設は，当該重要安
全施設に大きな影響を及ぼすおそれ
があると想定される自然現象により当
該重要安全施設に作用する衝撃及
び設計基準事故時に生ずる応力を
適切に考慮したものでなければならな
い。 【追加要求

事項】 
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③基本方針 

図 火山影響評価の基本フロー 

 概要 

 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第6条
(外部からの衝撃による損傷の防止）において，想定される自然現象の一つとして，火山の
影響が挙げられていることから，火山影響評価を行い，安全機能が維持されることを確認する。 

 火山影響評価の流れ 

 影響評価では，火山の影響により発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計であること
を評価するための「原子力発電所の火山影響評価ガイド」を参照し，火山事象への設計対
応及び運転対応の妥当性について，評価を行う。 

本資料の説明範囲 

第238回審査会合（平成27.６.12） 
第358回審査会合（平成28.４.28） 
第827回審査会合（令和２.１.24） 
第860回審査会合（令和２.５.14） 
第900回審査会合（令和２.9.18） 
第924回審査会合（令和２.11.27） 
で審議 
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④審査会合の結果 

降下火砕物による直接的な影響（荷重，閉塞，腐食等）に対して評価対象施
設等が安全機能を損なわないことを確認 

(1)評価対象施設等を内包する建物（原子炉建物，制御室建物，タービン建物及び廃棄物処理建物）
の設計方針及び評価結果 

評価項目 設計方針 評価結果 

構造物への静的
負荷 

a. 設計時の構造計算結果に基づく評価 
許容堆積荷重が降下火砕物による堆積荷
重他に対して安全裕度を有することにより，
構造健全性を失わず安全機能を損なわな
い設計とする。 

許容堆積荷重は設計堆積荷重を上
回っていることから，対象建物の健全性
への影響はない(表１参照）。 

b. 補強内容を反映した条件に基づく評価 
二次元フレームモデルを用いた応力解析を行
い，発生応力度が許容値を超えないことに
より，構造健全性を失わず安全機能を損な
わない設計とする。 

降下火砕物の堆積時において，発生応
力度が許容値を超えていないことから，
対象建物の健全性への影響はない(表
２参照）。 
 

構造物への化学
的影響(腐食） 

腐食性ガスによって直ちに金属腐食は生じな
いが，外装の塗装等によって，短期での腐
食により安全機能を損なわない設計とする。 

外壁塗装を施していることから，降下火
砕物による短期での腐食により機能に影
響を及ぼすことはない。 
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④審査会合の結果 

評価対象建物 評価部位※１ 
設計 

堆積荷重※２ 

（N/m2） 

許容堆積荷重※３

（N/m2） 
評価
結果 

 
原子炉建物 

屋根スラブ 
(屋根トラス上部) 

8,938 

17,200 ○ 

小梁 13,100 ○ 
制御室建物 屋根スラブ 23,700 ○ 
タービン建物 大梁 15,000 ○ 
廃棄物処理建物 大梁 11,900 ○ 

表１ 評価対象建物の堆積荷重評価結果（a.設計時の構造計算結果に基づく評価） 

評価対象建物 評価部位※３ 応力度 

（N/mm2） 
許容値 

（N/mm2） 
応力度比 

評価
結果 

原子炉建物 
主トラス（斜材） 150.8 235 0.65 ○ 

二次部材（サブビーム） 173.6 220 0.79 ○ 

タービン建物 
主トラス（斜材） 208.4 235 0.89 ○ 
二次部材（母屋） 169.7 193 0.88 ○ 

表２ 評価対象建物の堆積荷重評価結果※１，※２（b.補強内容を反映した条件に基づく評価） 

※１:降下火砕物堆積量（56㎝）に積雪量（35㎝）及び積載荷重として除灰時の人員荷重981N/m2を考慮した荷重を加え
て設定した荷重による評価結果。 

※２:風による水平荷重を建物フレームの構成部材として負担する屋根トラス部の主トラスについては，風荷重を考慮した評価結果。 
※３:評価対象建物の屋根トラス部のうち最も裕度が小さい部位を記載。 

※１:評価対象建物の全ての評価部位のうち最も裕度が小さい部位（原子炉建物及びタービン建物の屋根トラス部を除く）及び
原子炉建物の屋根スラブを記載。 

※２:降下火砕物堆積量（56㎝）に積雪量（35㎝）を加えて設定した荷重。 
※３:積載荷重として考慮する除灰時の人員荷重981N/m2を差し引いて設定した値。 
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④審査会合の結果 

(２)非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（吸気系，排気消音器及び
排気管含む）の設計方針及び評価結果 

 非常用ディーゼル発電機の設計方針及び評価結果 

評価項目 設計方針 評価結果 

換気系，電気系及び
計装制御系に対する
機械的影響(閉塞・
摩耗） 

給気消音器のフィルタにより，フィルタメッ
シュより大きな降下火砕物が内部に侵入
しにくい設計とする。 
 
・フィルタを通過した小さな粒径の降下火
砕物が侵入した場合でも，閉塞しない
設計とする。 
・降下火砕物が侵入した場合でも，耐摩
耗性のある材料を使用し摩耗により安全
機能を損なわない設計とする。 

給気消音器のフィルタ（粒径約１～５μm程度の
ものを80%以上捕集）により，降下火砕物の侵
入を防止している。 
・粒径約１～５μm程度のものは過給機，空気
冷却器に侵入する可能性はあるが，機器の間隙
は十分大きく閉塞に至らない（次頁参照）。 
・機関シリンダ内に降下火砕物が侵入しても，降
下火砕物は破砕し易く，硬度が低い，また耐摩
耗性のある材料を使用していることから，摩耗が
設備に影響を与える可能性は小さい。※１ 

換気系，電気系及び
計装制御系に対する
化学的影響(腐食） 

腐食性ガスによって直ちに金属腐食は生
じないが，金属材料を用いることで，短
期での腐食により安全機能を損なわない
設計とする。 

金属材料を用いていることから，降下火砕物による
短期での腐食により機能に影響を与えにくい。 

※1:現在までの保守点検において有意な摩耗は確認されていないことから，影響は小さいと考えられる。 
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④審査会合の結果 

（３）排気筒及び非常用ガス処理系用排気筒の設計方針及び評価結果 

排気筒及び非常用ガス処理系用排気筒の設計方針及び評価結果 

評価項目 設計方針 評価結果 

換気系，電気系及
び計装制御系に対
する機械的影響
（閉塞） 

①排気筒は降下火
砕物の侵入により排
気流路が閉塞しな
い設計とする。 
②非常用ガス処理
系用排気筒は，開
口部の形状により降
下火砕物が侵入し
にくい設計とする。 

①排気筒については，排気速
度が降下火砕物の降下速度
より大きく，降下火砕物が侵
入することはない。 
②非常用ガス処理系用排気筒
については開口部が水平方向
であり，降下火砕物が侵入し
にくい構造であることを確認。 

構造物への化学的
影響(腐食） 

腐食性ガスによって
直ちに金属腐食は生
じないが，塗装の実
施等によって，短期
での腐食により安全
機能を損なわない設
計とする。 

外装塗装を実施していることから
降下火砕物による短期での腐
食により機能に影響を及ぼすこと
はない。 

図 排気筒周辺の概要 

 

空調換気系 

排気の流れ 

（26.3m/s） 

 

 

排気速度（26.3m/s） 

沈降速度（12.8m/s） 

排
気
筒 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系
用
排
気
筒 
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⑤審査会合で特に議論となった事項 

 指摘事項（第930回審査会合 令和２年12月15日） 
降下火砕物により排気筒モニタ等が損傷した場合，その安全上支障のない期間がど
の程度であるか等を明確にした上で，可搬型モニタリング設備による対応等によって，
排気筒モニタが有する安全機能が損なわれないことを整理して説明すること。 

 回答（第936回審査会合 令和3年1月19日） 

排気筒モニタが損傷したときには補修等の運用による対応としていたが，評価対象
施設等であることを踏まえ，降下火砕物の堆積荷重に対する排気筒モニタ室の補
強等の対策により，降下火砕物の直接的な影響因子によって排気筒モニタが安全
機能を損なわない設計とする。（参考資料） 
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⑥参考資料 審査会合における指摘事項に対する回答（１／２） 

 指摘事項（第930回審査会合 令和２年12月15日） 
降下火砕物により排気筒モニタ等が損傷した場合，その安全上支障のない期間がどの程度であるか等を明確に
した上で，可搬型モニタリング設備による対応等によって，排気筒モニタが有する安全機能が損なわれないことを
整理して説明すること。 

 回答 
• 排気筒モニタが損傷したときには補修等の運用による対応としていたが，評価対象施設等であることを踏まえ，排気
筒モニタの信頼性向上対策について検討した。その結果，以下の対策により，排気筒モニタの安全機能が維持でき
ることから，方針を変更し，排気筒モニタに対する降下火砕物の直接的な影響因子によって，安全機能を損なわな
い設計とする。 
 降下火砕物の堆積荷重に対する排気筒モニタ室の補強  
 排気筒モニタ室の通気口へのフィルタ設置 

排気筒モニタ         

排ガス系機器エリアモニタ         

代替モニタリング設備         

損傷 
▽ 

代替設備 
準備完了 
▽ 

監視 

監視 

監視 

• なお，排気筒モニタが損傷した場合においても代替設備により安全機能を損なわず対応可能としていた理由を以下
に示す。 
 排気筒モニタの損傷は，サンプリング配管破断などに伴うサンプル流量の低下やケーブル損傷に伴うラック電源の断
線による「排気筒サンプリング装置」の警報が中央制御室の制御盤に表示されるため，遅滞なく検知可能である。 

 排気筒モニタの損傷時，代替設備を準備するまでの間は，常設エリアモニタであり排ガス処理系機器設置エリアの
室内空気の放射線レベルを監視している排ガス系機器エリアモニタ（タービン建物及び廃棄物処理建物に設置）
によって，放射性気体廃棄物処理系機器の損傷について連続監視が可能である。 

 代替設備である可搬型モニタリング設備は，準備に要する時間として30分から１時間を見込んでおり，その間も
排ガス系機器エリアモニタによる連続監視が可能であるため，安全上支障はない。タイムチャートを以下に示す。 
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⑥参考資料 審査会合における指摘事項に対する回答（２／２） 

排気筒モニタの設計方針及び評価結果 

評価項目 設計方針 評価結果 

換気系，電気系及
び計装制御系に対
する機械的影響
（閉塞） 

排気筒モニタのサンプ
リング配管の計測口
は，排気筒内部に
設置するとともに下方
から吸い込む構造と
することにより，閉塞
しない設計とする。 

排気筒モニタのサンプリング配管
計測口は，下方から吸い込む
構造であること，また排気筒内
部に設置していることで，排気
筒の排気速度により降下火砕
物が排気筒内部に侵入しないこ
とから，計測口が閉塞することは
なく機能に影響を及ぼすことはな
い。 

構造物への化学的
影響(腐食） 

腐食性ガスによって
直ちに金属腐食は生
じないが，耐食性の
ある材料の使用等に
よって，短期での腐
食により安全機能を
損なわない設計とす
る。 

排気筒モニタのサンプリング配管
は，耐食性のあるステンレス鋼を
用いていることから降下火砕物に
よる短期での腐食により機能に
影響を及ぼすことはない。 

図 排気筒モニタ概要図 

 降下火砕物による排気筒モニタに係る影響について以下のとおり評価した。 
    排気筒モニタ（屋外サンプリング配管除く）は排気筒モニタ室内に設置されているが，排気筒モニタ    
    室の通気口にフィルタを設置し，降下火砕物が内部に侵入しにくい設計とするため，排気筒モニタへ 
    の影響はない。  
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外部事象（竜巻）

2020年10月2日
中国電力株式会社

資料－９

一部拡充版
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①審査の概要

新規制基準では，自然現象のうち，竜巻への対策が新設され，基準竜巻，設計竜巻を
設定し，施設の安全性評価を行うことが求められています。
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②規制要求事項

要求事項の整理
外部からの衝撃による損傷の防止について，設置許可基準規則第６条及び技術基準規則第
７条において，追加要求事項を明確化する。

設置許可基準規則
第６条（外部からの衝撃による損傷の防止）

技術基準規則
第７条（外部からの衝撃による損傷の防止）

備 考

安全施設は，想定される自然現象（地震及び津
波を除く。次項において同じ。）が発生した場合にお
いても安全機能を損なわないものでなければならない。

設計基準対象施設が想定される自然現象（地震及び
津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合
は，防護措置，基礎地盤の改良その他の適切な措置を
講じなければならない。

【追加要求
事項】

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな
影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に
より当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基
準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなけ
ればならない。

【追加要求
事項】

３ 安全施設は，工場等内又はその周辺において
想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせ
る原因となるおそれがある事象であって人為によるも
の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損
なわないものでなければならない。

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，道
路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因が
ある場合には，事業所における火災又は爆発事故，危
険物を搭載した車両，船舶又は航空機の事故その他の
敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人
為によるもの（故意によるものを除く。）により発電用原子
炉施設の安全性が損なわれないよう，防護措置その他の
適切な措置を講じなければならない。
３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設の安全性を損
なうおそれがある場合は，防護措置その他の適切な措置
を講じなければならない。

【追加要求
事項】

設置許可基準規則第６条及び技術基準規則第７条要求事項
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竜巻影響評価の基本フロー

構造健全性

・ 設計荷重による評価
・ 波及的影響評価

ＮＧ

ＯＫ

評価対象施設の抽出

基準竜巻・設計竜巻・設計荷重の設定

終 了

構造健全性等の確認

対 策

外部事象防護対象施設の抽出

外部事象防護対象施設に波及的
影響を及ぼす施設の抽出

 「実用発電所用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第6条に関
連して，発電用原子炉施設の供用期間中に極めてまれに突風・強風を引き起こす自然現象としての竜
巻及びその随伴事象等によって発電用原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であることを評価・確
認するため，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（以下「ガイド」という。）」を参照し，以下のフロー
に基づき，竜巻影響評価を実施する。

③基本方針
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④審査会合の結果

外部事象防護対象施設（安全重要度分類のクラス1，クラス2及び安全評価上その機能に期
待するクラス3に属する構築物，系統及び機器に加え，それらを内包する建物）のうち，評価対
象施設として，屋外設備，外気との接続がある設備，外殻となる建物等による防護機能が期待
できない設備を設定

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼし得る施設及び屋外にある外部事象防護対象
施設の付属施設についても評価対象施設として設定

基準竜巻※1の最大風速VBを78ｍ/ｓに設定し，設計竜巻※2の最大風速VDは，将来的な気
候変動による竜巻発生の不確実性を踏まえ，92m/sに設定

設計飛来物について，発電所構内の飛来物となる可能性があるものから，浮上りの有無，飛来
物発生防止対策（撤去，固縛等）の可否，運動エネルギ及び貫通力を踏まえて，鋼製材（
4.2m×0.3m×0.2m,135kg）を選定。また，竜巻防護ネットを通過する飛来物として，砂利
（0.04m×0.04m×0.04m,0.2kg）を設計飛来物として選定

飛来物評価に用いる竜巻風速場モデルとしてフジタモデルを設定
気象庁が発表する竜巻関連の気象情報（竜巻注意情報等）を踏まえ，運用管理の基準（竜
巻警戒レベル）を設定し，段階に応じて，車両退避や資機材の固縛等の運用を実施する体制
を整備する

規制要求事項に基づき，島根2号炉における竜巻影響評価として，以下を説明した。

※１ 基準竜巻：設計対象施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があり， 設計対象施設の安全性に影響を与える
おそれがある竜巻

※２ 設計竜巻：原子力発電所が立地する地域の特性（地形効果による竜巻の増幅特性等）等を考慮して，科学的見地等から基準
竜巻に対して最大風速の割り増し等を行った竜巻
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⑤審査会合で特に議論となった事項

指摘事項（審査会合 令和元年6月27日）
地表面付近の風速場の不確定性と地上からの初期高さの感度解析結果の関係を踏まえ，
飛散解析を妥当とする根拠について，詳細に説明すること。
回答（審査会合 令和元年9月12日）
フジタモデルの地表面付近の風速場の不確定性を考慮し，フジタモデルの風速場で約90m/s
の風速となる高さである地上からの初期高さを5mとした場合の飛散解析も実施し，飛来物発
生防止対策エリアの設定に対して，地表面付近の風速場の不確定性の影響は小さく，地表
面に設置した物品に対する飛散解析結果を用いることは妥当であることを確認した。
（参考資料ー２）

指摘事項（審査会合 令和元年6月27日）
基準竜巻の最大風速VB及び設計竜巻の最大風速VDの設定において考慮するとしている
将来的な気候変動等について，VBとVDの関係を踏まえ，設計としてどの時点で考慮するべき
か検討し説明すること。
 回答（審査会合 令和元年9月12日）
指摘事項を踏まえ，VB及びVDの設定に関する考え方を以下の通り見直した。

VB2においてデータの不確実さを踏まえ年超過確率10-6の風速値78m/sとする。VDにおいて
将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を踏まえ，F3の風速範囲の上限値92m/s
とする。（参考資料ー１）
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 回答
上記指摘事項を踏まえ，VB及びVDの設定に関する考え方を見直した

基準竜巻・設計竜巻の設定に係る基本フロー

竜巻検討地域の設定
発電所が立地する地域及び竜巻発生の観点から
気象条件等が類似の地域

基準竜巻の最大風速(VB)の設定
竜巻検討地域における竜巻の発生頻度や最大風速の
年超過確率等を参照した上で最大風速を設定

設計竜巻の最大風速(VD)の設定
発電所サイト特性等を考慮してVBの割り増し等

を行い最大風速を設定
VD＝α・VB，α≧1

設計竜巻の特性値の設定
VD等に基づいて移動速度，最大気圧低下量等の
特性値を設定

〔結果の概要〕

竜巻検討地域：北海道から山陰地方にかけての日本海側沿岸（33,395km2）

基準竜巻の最大風速（VB）：78m/s

過去に発生した竜巻による
最大風速VB1（m/s）

竜巻最大風速のハザード曲線による
最大風速VB2（m/s）

69 78

地形効果による竜巻の増幅を考慮する必要はないと考えられるが，将来的な気
候変動による竜巻発生の不確実性を踏まえ，F3の風速範囲（70～92m/s）
の上限値を設定
⇒設計竜巻の最大風速（VD）：92m/s

風速
ＶＤ（m/s）

移動速度
ＶＴ（m/s）

最大接線
風速

ＶＲｍ（m/s）

最大接線
風速半径
Ｒｍ（m）

最大気圧
低下量
ΔＰmax

（hPa）

最大気圧
低下率

（dp/dt）max

（hPa/s）

92 14 78 30 75 35

以下の観点で竜巻検討地域の妥当性を確認
 総観場の分析に基づく地域特性の確認
 過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認
 突風関連指数に基づく地域特性の確認

 指摘事項（審査会合R1.6.27）
基準竜巻の最大風速VB及び設計竜巻の最大風速VDの設定において考慮するとしている将来的な気候変

動等について，VBとVDの関係を踏まえ，設計としてどの時点で考慮するべきか検討し説明すること。

⑥参考資料1 審査会合における指摘事項に対する回答（1/3）
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竜巻検討地域の設定
 島根原子力発電所に対する竜巻検討地域について，ガイドを参考に，島根原子力発電所が立地する
地域と気象条件の類似性の観点で以下の検討を行い，日本海側沿岸（北海道から本州，各都道府
県に含まれる島，離島を含む）の海岸線より海側5kmと陸側5kmの地域（面積：33,395km2）を
竜巻検討地域に設定
①総観場の分析に基づく地域特性の確認
②過去の竜巻集中地域に基づく地域特性の確認
③突風関連指数に基づく地域特性の確認

過去に発生した竜巻による最大風速VB1

 竜巻検討地域における過去最大竜巻は気象庁「竜巻等の突風データベース」によるとF2である
 F2における風速は50～69m/sであることから，風速範囲の上限値69m/sをVB1と設定

竜巻検討地域における竜巻の観測記録（F1より大きい竜巻）
発生日時 発生場所 Fスケール※

1962年09月28日 北海道宗谷支庁東利尻町 (F2)

1971年10月17日 北海道留萌支庁羽幌町 (F2)

1974年10月03日 北海道檜山支庁奥尻郡奥尻町 (F1～F2)

1974年10月20日 北海道檜山支庁檜山郡上ノ国町 (F1～F2)

1975年05月31日 島根県簸川郡大社町 (F2)

1975年09月08日 北海道檜山支庁奥尻郡奥尻町 (F1～F2)

1979年11月02日 北海道渡島支庁松前郡松前町 (F2)

1989年03月16日 島根県簸川郡大社町 (F2)

1990年04月06日 石川県羽咋郡富来町 F2

1999年11月25日 秋田県八森町 (F1～F2)
※ Fスケールは，ア）被害の詳細な情報等から推定できたもの，イ）文献等から
の引用又は被害のおおまかな情報等から推定したものがあり，F2以上の事例で
はア）とイ）を区別し，イ）の場合には値を括弧で囲んでいる竜巻検討地域（赤線部）

⑥参考資料1 審査会合における指摘事項に対する回答（2/3）
基準竜巻の設定
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竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速VB2

 竜巻検討地域全域及び竜巻検討地域を1kmごとに細分化（1km短冊）した場合のハザード曲線を算
定した結果，10-5/年の風速値はそれぞれ61m/s，62m/sとなる

 竜巻ハザード曲線算出のためのデータの不確実性を踏まえ，参照する年超過確率を10-5から一桁下げた
年超過確率10-6における風速とすると，陸側及び海側5km全域での評価，1km範囲ごとに細分化した
評価ともに78m/sとなる

 以上より，竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速VB2は78m/sと設定

基準竜巻の最大風速VB

 VB1 及び VB2のうち，大きな風速を適用し78m/sをVBと設定

設計竜巻の最大風速VD

 周辺地形や竜巻の移動方向を確認した結果，地形効果
による竜巻の増幅を考慮する必要はないと考えられる

 一方，将来的な気候変動による竜巻発生の不確実性を
踏まえ，VBの値がF3の風速範囲（70～92m/s）にある
ことから設計竜巻の最大風速VDはF3の風速範囲の上限値
92m/sと設定

竜巻の最大風速の算定結果

項目 最大風速

過去に発生した竜巻による最大風速VB1 69m/s

竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速VB2 78m/s

基準竜巻の最大風速VB 78m/s

設計竜巻の最大風速VD 92m/s

竜巻最大風速のハザード評価

⑥参考資料1 審査会合における指摘事項に対する回答（3/3）
基準竜巻・設計竜巻の設定
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 指摘事項（審査会合R1.6.27 ）
地表面付近の風速場の不確定性と地上からの初期高さの感度解析結果の関係を踏まえ，飛散解析を妥当
とする根拠について，詳細に説明すること。

 回答
前回審査会合（R1.6.27）において，フジタモデルの地表面付近の風速場の不確定性を考慮し，地表面
に設置された物品の飛散解析の妥当性を確認するために，フジタモデルの風速場で約90m/sの風速となる高
さである地上からの初期高さを5mとした場合の飛散解析も実施し，以下を説明した。
・地上からの初期高さ0mの解析結果は，飛来物発生防止対策エリアの設定に使用
・地上からの初期高さ5mの解析結果は，地上からの初期高さ0mの最大飛散距離を超えないことから，飛
来物発生防止対策エリアの設定に影響がない

今回，地上からの初期高さ0mの解析結果の方が地上からの初期高さ5mに比べ飛散距離が大きくなったこ
とに対する考察及び地表面に設置された物品の飛散解析の妥当性について説明する。（次頁参照。）

分類
地上からの初期高さ0mの

解析結果
地上からの初期高さ5mの

解析結果

資機材・車両
設計飛来物の影響を超えるもののうち最大飛散距離

は乗用車※１の144m
飛来物発生防止対策エリアの設定に用いた最大飛

散距離（144m）を超えない

軽量大型機材
設計飛来物の影響を超えるもののうち最大飛散距離

はプレハブ小屋※２の222m
飛来物発生防止対策エリアの設定に用いた最大飛

散距離（222m）を超えない

地上からの初期高さ0m及び5mの解析結果

※１ 乗用車の諸元：長さ5.2m 幅1.9m 高さ2.3m，質量1,890kg
※２ プレハブ小屋の諸元：長さ7.2m 幅27m 高さ3.4m，質量7,500kg

⑥参考資料2 審査会合における指摘事項に対する回答（1/3）
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フジタモデルを風速場として用いて飛散解析を行う解析コード「TONBOS」では，飛来物の運動モデルに流体
抗力と地面効果による揚力を考慮しており，地面効果による揚力は，地面から物品高さの3倍まで作用するよう
設定している。（飛来物の運動モデルについては11ページ参照。）
「資機材・車両」や「軽量大型機材」に分類されるような表面積及び物品高さが大きい物品は，地面効果によ
る揚力の影響により高く浮上すること及び地上からの初期高さ0mとした方が地上からの初期高さ5mより長時間
設計竜巻の最大風速程度の強い風を受けることが要因で飛散距離が大きくなったと考えられる。
プレハブ小屋の例では，左図の通り飛散高さが最大で約30mとなっており，右図より地上からの高さ30mでは，

90m/s程度の強い風を受けることになる。
従って，飛来物発生防止対策エリアの設定に対して，地表面付近の風速場の不確定性の影響は小さく，地
表面に設置した物品に対する飛散解析結果を用いることは妥当であると考える。
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竜巻の最大水平風速[m/s]

フジタモデルの風速場における最大水平風速と地上からの高さ
（最大風速92m/s，外部コア半径位置）

5

89.9

プレハブ小屋(軽量大型機材)の飛跡
（諸元：長さ7.2m 幅27m 高さ3.4m，質量7,500kg，

最大風速92m/s，地上からの初期高さ0m）

⑥参考資料2 審査会合における指摘事項に対する回答（2/3）
解析結果に対する考察及び飛散解析の妥当性について
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飛散解析コード「TONBOS」では，飛来物に流体抗力，地面効果による揚力，重力が作用するよう，飛来
物の運動をモデル化している。また，地面効果による揚力は，物品高さの3倍の高さで消滅するよう考慮してい
る。
地面上の物体（図の状態A）は，地面効果による揚力が重力を上回ると浮上し，浮上後の物品底面の高
さZ≦3dの高さの範囲（図の状態B）では，地面効果による揚力と流体抗力の影響を受けて飛散する。地面
効果による揚力は，Zが大きくなるほど小さくなり，Z>3dの高さの範囲（図の状態C）は0となるようモデル化し
ている。

物品高さdの飛来物の運動モデルの模式図
（A:地面上，B:Z≦3dの高さの範囲，C:Z>3dの高さの範

囲，
ただし，Z=z-d/2）

1
( ) ( )
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dt m
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VM:飛来物の速度ベクトル(m/s)
Vw:風速ベクトル(m/s)
ρ:空気密度(kg/m3)
CD:飛来物の平均抗力係数(-)
A:飛来物の代表見附面積(m2)
m:飛来物の質量(kg)

g:重力加速度(m/s2)
k:上向きの単位ベクトル(-)
L:揚力による加速度(z方向）(m/s2)
|＊|x,y:＊のx,y成分(水平成分)の大きさ
Z:物品底面の高さ(m)
d:物品高さ(m)
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⑥参考資料2 審査会合における指摘事項に対する回答（3/3）
【参考】飛来物の運動モデルについて
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論点項目＜30＞

 竜巻防護対策として以下の対策を実施するため、竜巻による安全上重要な設備への影響はない。

 建物開口部及び海水ポンプエリアへの竜巻防護ネット設置
 海水ポンプエリア、循環水ポンプエリア、ストレーナエリア及び燃料移送ポンプエリアへの竜巻防護鋼板設置
 原子炉建物の扉を設計飛来物の貫通に耐え得る鋼製扉へリプレース
 ガントリクレーンのレール延長
 設計飛来物より運動エネルギー及び貫通力が大きいもの（敷地内の資機材・車両等）に対する固縛等

竜巻防護対策の概要図

建物開口部

竜巻防護鋼板

循環水ポンプエリア，
ストレーナエリア

竜巻防護ネット

海水ポンプエリア
燃料移送ポンプエリア

資機材

                
    

      車両 

資機材・車両の固縛等
ガントリクレーンのレール延長

竜巻防護ネット

竜巻防護鋼板

燃料移送ポンプピット
（コンクリート躯体）

燃料移送ポンプ

竜巻防護鋼板
（穴あき）

竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板の設置

島根県第3回自然災害対策

小会議 資料３－２より抜粋
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①規制要求事項

 設置許可基準規則第６条及び技術基準規則第７条（外部からの衝撃による損傷の防止）における
追加要求事項を以下に示す。

設置許可基準規則第６条 技術基準規則第７条 備 考

安全施設（兼用キャスクを除く。）は，想定される自然
現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発生
した場合においても安全機能を損なわないものでなければな
らない。

設計基準対象施設（兼用キャスクを除く。）が想定さ
れる自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全
性を損なうおそれがある場合は，防護措置，基礎地盤の
改良その他の適切な措置を講じなければならない。

追加要求事項

２ 重要安全施設は，当該重要安全施設に大きな影響
を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要
安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応
力を適切に考慮したものでなければならない。

追加要求事項

３ 安全施設（兼用キャスクを除く。）は、工場等内又はそ
の周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を
損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるも
の（故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。）
に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

２ 周辺監視区域に隣接する地域に事業所，鉄道，道
路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因が
ある場合には，事業所における火災又は爆発事故，危
険物を搭載した車両，船舶又は航空機の事故その他の
敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人
為によるもの（故意によるものを除く。以下「人為による事
象」という。）により発電用原子炉施設（兼用キャスクを
除く。）の安全性が損なわれないよう，防護措置その他の
適切な措置を講じなければならない。

３ 航空機の墜落により発電用原子炉施設（兼用キャ
スクを除く。）の安全性を損なうおそれがある場合は，防
護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

追加要求事項
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②基本方針

 火災防護対策を講じるための基本方針を以下に示す。

※１：破線内は評価対象施設である。
※２：非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び燃料移送ポンプは地下設置であり，輻射熱が直接

届かないことから熱影響を受けない。
※３：排気筒モニタ室については，建物の熱影響評価に含まれる。
※４：海水ポンプには，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプがあるが，代表

して原子炉補機海水ポンプの熱影響評価を実施する。
※５：非常用ガス処理系排気管及び排気筒モニタについては，排気筒の熱影響評価に含まれる。

防護対象施設 防護方法 評価対象施設等※1,2

外部事象防護
対象施設

外部事象に対し必
要な構築物，系統
及び機器を内包す
る建物

・防火帯の内側に設置
・消火活動による防護手段を期待
しない条件のもと，火元からの離
隔距離で防護
（熱影響評価を実施）

原子炉建物
制御室建物
タービン建物
廃棄物処理建物
排気筒モニタ室※3

外部事象に対し必
要な構築物，系統
及び機器に属する
屋外施設

海水ポンプ※4

排気筒
非常用ガス処理系排気管※5

排気筒モニタ※5

その他の安全施設

・防火帯の内側に，原則設置
・屋内設備は，建物による防護
・屋外設備は，代替手段等で安全
機能に影響がないことを確認

固体廃棄物貯蔵所
開閉所
モニタリング・ポスト 他
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③概要

 敷地及び敷地周辺から想定される自然現象又は人為事象として森林火災，近隣の産業施設の火災・
爆発，飛来物（航空機落下）を挙げており，以下の評価項目に基づいて評価を実施している。

火災種別 考慮すべき火災 評価内容 評価項目

森林火災

発電所敷地外10㎞圏
内に発火点を設定した
島根原子力発電所に迫
る森林火災

・森林火災シミュレーション解析コード
（FARSITE）を用いた森林火災
評価
・森林火災評価に基づく防護対象
施設の熱影響評価

・火炎到達時間
評価
・防火帯幅評価
・熱影響評価
・危険距離評価

二次的影響
（ばい煙，
有毒ガス）
評価

近隣の産業
施設の火災・
爆発

発電所敷地外10㎞圏
内の石油コンビナート等
の火災・爆発

・発電所敷地外の石油コンビナート
等の火災・爆発を想定した危険距
離及び危険限界距離評価

・危険距離評価
・危険限界距離
評価

発電所敷地内の危険
物貯蔵施設等の火災

・発電所敷地内の危険物貯蔵設備
火災による熱影響評価

・熱影響評価

航空機墜落
による火災

発電所敷地内への航空
機落下時の火災

・落下を想定する航空機に相当する
火災を想定した防護対象施設の
熱影響評価

・熱影響評価
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④参考：審査会合で特に議論となった事項

◎指摘事項（第693回審査会合（平成31年3月14日））
海水ポンプの温度評価において，ポンプ外面への輻射を考慮したとのことだが，冷却空気温度が上
昇し，許容温度以上となる可能性をどのように考慮したのか説明すること。

◎回答内容（第757回審査会合（令和元年8月22日））
海水ポンプは，電動機本体を全閉構造とした全閉外扇形の冷却方式であり，外部火災の影響を
受けた場合には，直接輻射が当たった際の影響よりも，周囲空気（外気による冷却空気）の温度
上昇による空気冷却機能への影響が懸念されることから，外気による冷却空気の温度を評価対象と
し，このたび再評価を実施した。
なお，電動機内部の空気冷却対象は，「固定子巻線」，「上部軸受」及び「下部軸受」であり，そ
のうち許容温度が最も低い「下部軸受」の機能維持に必要となる周囲空気（外気による冷却空気）
の温度が，許容温度以下となることを確認した。
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④参考：審査会合で特に議論となった事項

◎指摘事項（第757回審査会合（令和元年8月22日））
海水ポンプ各部位の直接輻射による影響評価を行った上で，直接輻射による影響と周辺空気の温
度上昇による影響を比較し，評価の妥当性を説明すること。

◎回答内容（第780回審査会合（令和元年10月1日））
海水ポンプ電動機の影響評価については，平成31年3月14日審査会合時に，海水ポンプ電動機
外面に直接輻射が当たった際の影響を考慮した「直接輻射による影響評価」を行い，電動機外面に
近く，その温度上昇の影響を最も受けやすいと考えられる「固定子巻線」を代表部位として，その評価
結果を示したところである。
その後，海水ポンプ電動機内部の各部位（固定子巻線，上部軸受，下部軸受）は冷却空気に
よって常時冷却されていることを踏まえ，冷却空気の温度上昇による影響について改めて評価方法を
検討し，令和元年8月22日審査会合時に，冷却空気の温度上昇を考慮した「冷却空気による影響
評価」に見直すこととした。また，海水ポンプ電動機の機能維持の観点で，冷却空気の許容温度が最
も低い「下部軸受」を代表部位として，その評価結果を示したところである。
これは，「直接輻射による影響評価」は，外気による冷却を考慮しない条件としていることから，電動
機中心部に近い箇所に位置する軸受部の温度評価には必ずしも適しているものではなく，このため，
各部位（固定子巻線，上部軸受，下部軸受）への火災の影響を考えた場合には，直接輻射が当
たった際の影響を考慮するよりも，冷却空気の温度上昇による空気冷却機能への影響を考慮する方
が，より実現象に近い形で適切に評価できるものと判断したことによるものである。
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写真①

写真②

写真①：撮影方向

写真①：防火帯範囲

写真②：撮影方向

写真②：防火帯範囲

 発電所敷地へ森林火災が迫った場合においても，延焼等による施設への影響を防止するため，
「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」に基づく評価上必要となる防火帯幅を上回る
約２１ｍの防火帯を設置する。

⑤参考：防火帯
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①規制要求事項

 設置許可基準規則第８条及び技術基準規則第11条における追加要求事項を以下に示す。

設置許可基準規則第8条 技術基準規則第11条 備 考

設計基準対象施設は、火災
により発電用原子炉施設の
安全性が損なわれないよう、
火災の発生を防止することが
でき、かつ、早期に火災発生
を感知する設備（以下「火災
感知設備」という。）及び消
火を行う設備（以下「消火設
備」といい、安全施設に属する
ものに限る。）並びに火災の
影響を軽減する機能を有する
ものでなければならない。

設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなけ
ればならない。
一 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。
イ 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。
ロ 安全施設（設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設をいう。
以下同じ。）には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、次に掲げる
場合は、この限りでない。
（1）安全施設に使用する材料が、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の性能を
有するもの（以下「代替材料」という。）である場合

（2）安全施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合で
あって、安全施設における火災に起因して他の安全施設において火災が発生すること
を防止するための措置が講じられている場合

ハ 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。
ニ 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水素の
燃焼が起きた場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう施設すること。
ホ 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、発電用原子炉施設
の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。

二 火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に火災発生を感知する設
備（以下「火災感知設備」という。）及び早期に消火を行う設備（以下「消火設備」とい
う。）を施設すること。
イ 火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機能が損なわれることがない
こと。

追加要求
事項
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①規制要求事項

設置許可基準規則第8条 技術基準規則第11条 備 考

2 消火設備（安全施設に属
するものに限る。）は、破損、
誤作動又は誤操作が起きた場
合においても発電用原子炉を
安全に停止させるための機能を
損なわないものでなければなら
ない。

ロ 消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用
原子炉施設の安全性が損なわれることがないこと。

追加要求
事項

ー
三 火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他の延焼を防止するため
の措置その他の発電用原子炉施設の火災により発電用原子炉を停止する機能が損なわ
れることがないようにするための措置を講ずること。

変更なし
（ただし，防
火壁及びそ
の他の措置
を明確化）
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②基本方針

 火災防護対策を講じるための基本方針を以下に示す。

項 目 内 容

基本方針

 設計基準対象施設は，火災により発電用原子炉施設の安全性を損なうことがないよう，火災防
護対策を講じる設計とする。

 火災防護対策を講じる設計を行うにあたって，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維
持するための安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を火災区域及び火災区
画に，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物，系統及び機器を設置する区域を
火災区域に設定する。

 設定する火災区域及び火災区画に対して，火災の発生防止，火災の感知及び消火並びに火
災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる設計とする。
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③概要

項目 内容

火災の発生防止

難燃ケーブルの使用
• 安全機能を有する構築物，系統及び機器に使用するケーブルには，実証試験により自己消火性
（UL垂直燃焼試験）及び耐延焼性（IEEE383（光ファイバケーブルの場合はIEEE1202）垂
直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する。

• 核計装・放射線モニタ用の同軸ケーブルについても，実証試験により自己消火性（UL垂直燃焼
試験）及び耐延焼性（IEEE383垂直トレイ燃焼試験）を確認した難燃ケーブルを使用する。

火災の感知及び
消火

異なる感知方式（2種類）の火災感知器の設置
• 安全機能を有する機器等を設置する火災区域は，原則として，アナログ式の煙感知器及びアナロ
グ式の熱感知器を設置する。

• 天井が高い箇所や引火性又は発火性の雰囲気を形成するおそれがある箇所のように周囲の環境
条件により，アナログ式の感知器の設置が適さない箇所には，誤操作防止を考慮した上で，非ア
ナログ式の感知器を設置し，十分な保安水準を確保する。（原子炉建物４階，取水槽等）

全域ガス消火設備の設置
• 安全機能を有する構築物，系統及び機器を設置する火災区域は，基本的に「煙の充満又は放
射線の影響により消火活動が困難となる火災区域」として設定し，当該区域に必要となる固定式
消火設備として，「全域ガス消火設備（自動又は中央制御室からの遠隔手動）」を設置する。

火災の影響軽減

1時間又は3時間の耐火性能を有する隔壁等の設置
• 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物，系統及び機器（互いに相
違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブル）について，互いの系列間を3時間
以上の耐火能力を有する隔壁等で分離する。

• 3時間以上の耐火性能を有する隔壁等を適用できない箇所は，互いの系列間を1時間の耐火能
力を有する隔壁等で分離し，かつ，火災感知器及び自動消火設備を設置する。

 規制要求事項に基づき，島根2号炉における主な対策として，以下を説明した。
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④参考：審査会合で特に議論となった事項①

◎指摘事項（第757回審査会合（令和元年8月22日））
全域ガス消火設備について，火災防護基準の要求である「早期の感知及び消火を行える設計」という
観点から，自動起動及び中央制御室からの手動操作のメリット・デメリットをそれぞれ整理したうえで，
起動方式について検討すること。

◎回答内容（第780回審査会合（令和元年10月1日））
早期消火及び誤作動防止の観点で再検討した結果，全ての場所で，運転員が介在することなく，
確実性があって，より早期の消火が可能な，「中央制御室からの手動操作が可能な全域ガス自動消
火設備」を設置する設計とする。

分 類
見直し前 見直し後

起動方式 対象箇所 起動方式 対象箇所

感知・消火

煙の充満又は放
射線の影響によ
り消火活動が困
難となる場所

自動起動

•A/B/HPCS－ディーゼル発
電機燃料デイタンク室

•原子炉補機海水ポンプケー
ブル布設箇所（S1,S2ケー
ブルダクト） 自動起動 •全ての対象箇所

中央制御室から
遠隔手動起動 •上記以外

 火災の感知・消火に係る全域ガス消火設備の設置状況
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④参考：審査会合で特に議論となった事項②

◎指摘事項（第825回審査会合（令和2年1月23日））
中央制御室及び補助盤室の床下のケーブル処理室における火災の影響軽減対策について，火災防
護審査基準にのっとった設計ができないのか，再度検討して説明すること。

◎回答内容（第854回審査会合（令和2年3月26日））
ラッピングの仕様検討及び火災耐久試験を実施し，プルボックス内の一部に使用するとしていた「フレキ
シブル電線管＋耐火シート」に代えて，隔壁のみで1時間の耐火性能を確保することが可能な「1時間
耐火ラッピング」にて火災の影響軽減を図る設計に見直す。
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④参考：審査会合で特に議論となった事項②

◎回答内容（第854回審査会合（令和2年3月26日））

中央制御室及び補助盤室の制御盤下部の構造概要図

 
【中央制御室及び補助盤室】 

３時間の耐火性能を有する耐火壁 

３時間の耐火性能を有する耐火壁（床） 

離隔距離による分離 
ケーブルトレイ（区分Ⅰ） ケーブルトレイ（区分Ⅱ） 

金属外装ケーブルによる分離 
１時間の耐火性能を有する隔壁による分離 

３時間の耐火性能を有する

貫通部シールの施工 金属筐体による分離 制御盤 
【ケーブル処理室（区分Ⅱ）】 【ケーブル処理室（区分Ⅰ，Ⅲ）】 

スリーブ

プルボックス

※１：今後，ラッピングの仕様検討及び火災耐久試験を実施し，隔壁のみで1時間の耐火
性能を確保することが可能な「1時間耐火ラッピング」にて施工する箇所

※２：当初より，隔壁のみで1時間の耐火性能を確保することが可能なものを施工

フレキシブル電線管＋耐火シート※１

1時間耐火ラッピング※２
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④参考：審査会合で特に議論となった事項③

◎指摘事項（第854回審査会合（令和2年3月26日））
火災耐久試験の結果を整理して示し，ケーブル処理室に対する施工の実現可能性を含め，基準適
合性を改めて説明すること。

◎回答内容（第867回審査会合（令和2年6月16日））
 このたび，「1時間耐火ラッピング」の仕様検討及び火災耐久試験を実施し，プルボックス内の該当
箇所への施工が可能な2種類の仕様において，隔壁（耐火ラッピング）のみで1時間の耐火性能を
確保することが可能であることを確認した。

 上記より，ケーブル処理室内のプルボックス内についても，異なる区分の火災防護対象ケーブルを1
時間以上の耐火能力を有する隔壁等により分離し，かつ，火災感知設備及び自動消火設備を設
置することで， 「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」を満足する火
災の影響軽減対策を講じる設計とする。
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④参考：審査会合で特に議論となった事項③

◎回答内容（第867回審査会合（令和2年6月16日））

 1時間耐火ラッピングの火災耐久試験結果を以下に示す。

表 1時間耐火ラッピングの火災耐久試験結果

確認項目 確認内容 判定基準

確認結果

試験体
①

試験体
②

温度確認

加熱試験中，熱電対を用いて試験体の非加
熱面側の温度上昇を測定する

試験体の非加熱面側の温度上昇が，平均で
140K以下，最高で180K以下であること

良 良

加熱試験中，熱電対を用いてケーブル表面の
温度を測定する

ケーブルシース表面温度が171℃を超えないこと 良 良

外観確認 試験後に，試験体の外観確認を行う

非加熱面側へ10秒を超えて継続する火炎の噴
出がないこと

良 良

非加熱面側へ10秒を超えて継続する発炎がな
いこと

良 良

火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じない
こと

良 良

電気特性確認

試験後，ケーブルの導通を確認する
（導通確認）

導通があること
（断線していないこと）

良 良

試験後，ケーブルの導体相互間の絶縁抵抗を
測定する（絶縁抵抗測定）

試験後に絶縁抵抗の著しい低下がないこと 良 良
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⑤参考：火災防護対策設置例

 火災により原子炉施設の安全性が損なわれないよう，火災防護に係る審査基準に基づき，
「火災の発生防止」，「火災の感知及び消火」及び「火災の影響軽減」について火災防護対策
を実施する。

原子炉停止に係る機器を設置する火災区域に
障壁を設置し，他の火災区域から分離

耐火障壁

電源ケーブル等に耐火能力のある耐火ラッピング
を施工

耐火ラッピング

火災を早期に感知できる
よう，異なる感知方式の
感知器を組み合わせて
設置

火災感知器

煙の充満または放射線
の影響により消火活動
が困難となる火災区域
に，全域ガス自動消火
設備を設置

ガス消火設備

熱感知器 煙感知器
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2
①審査の概要

福島第一原子力発電所の事故では，津波により建物内の重要な設備が浸水しました。こ
れを踏まえ，新規制基準では，地震による配管破断や，津波による浸水，消火活動に
おける放水等により，原子炉施設内部で漏水事象が発生した場合においても，安全上重
要な設備の機能が損なわれないよう，新たに内部溢水に関する規制が盛り込まれました。
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②規制要求事項

設置許可基準規則第九条
（溢水による損傷の防止等）

技術基準規則第十二条
（発電用原子炉施設内における

溢水等による損傷の防止）
備考

安全施設は、発電用原子炉施設
内における溢水が発生した場合に
おいても安全機能を損なわないも
のでなければならない。

設計基準対象施設が発電用原子
炉施設内における溢水の発生によ
りその安全性を損なうおそれがある
場合は、防護措置その他の適切な
措置を講じなければならない。

追加要求事項

2 設計基準対象施設は、発電
用原子炉施設内の放射性物質
を含む液体を内包する容器、配
管その他の設備から放射性物質
を含む液体があふれ出た場合に
おいて、当該液体が管理区域外
へ漏えいしないものでなければな
らない。

２ 設計基準対象施設が発電用
原子炉施設内の放射性物質を
含む液体を内包する容器、配管
その他の設備から放射性物質を
含む液体があふれ出るおそれが
ある場合は、当該液体が管理区
域外へ漏えいすることを防止する
ために必要な措置を講じなけれ
ばならない。

追加要求事項
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③基本方針

 設置許可基準規則第九条第１項に対
する基本方針
 発電用原子炉施設内で溢水が生じた

場合においても，原子炉を高温停止
し，引き続き低温停止，並びに放射
性物質の閉じ込め機能を維持するため
に必要となる設備，原子炉が停止状
態にある場合は引き続きその状態を維
持するために必要となる設備，燃料プ
ールの冷却及び給水機能を維持する
ための設備について，溢水防護を考慮
した設計とする。

 設置許可基準規則第九条第２項に対する
基本方針
 発電用原子炉施設内で溢水が発生した

場合において，放射性物質によって汚染
された液体が管理されない状態で管理区
域外へ漏えいしない設計とする。

防護対象設備の選定

溢水源の選定

溢水防護区画の設定

溢水経路の設定

評価に用いる各項目
（没水，被水，蒸気）の算出

（例）溢水量の算出

溢水影響評価の判定

溢水影響評価

図 溢水影響評価フロー
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④審査会合の結果

規制要求事項に基づき，島根2号炉における内部溢水評価として，以下を説明した。

設置許可基準規則第九条（溢水による損傷の防止）及び第十二条（安全施設）
並びに評価ガイドの要求事項を踏まえ，防護対象設備を選定。
溢水源として「想定破損による溢水（単一の配管の破損による溢水）」，「消火水の

放水による溢水」及び「地震起因による溢水」を選定。
選定した溢水源に対し，「没水」，「被水」及び「蒸気」の影響評価を実施し，以下の

機能が維持されることを確認。

• 原子炉の停止及び冷却機能
• 放射性物質の閉じ込め機能
• 燃料プール冷却及び給水機能

 設置許可基準規則第九条第１項に対する説明内容

 設置許可基準規則第九条第２項に対する説明内容

管理区域内で発生した溢水について，浸水防止設備の設置（水密扉の設置，配
管等の貫通部止水処置等）を施すことにより，放射性物質を含む液体が管理されな
い状態で管理区域外へ漏えいすることを防止できることを確認。
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⑤審査会合で特に議論となった事項

 指摘事項（審査会合 令和元年7月25日）
燃料プールのスロッシングによる溢水量評価について，他の位相の異なる地震動を用いた

場合の影響を定量的に説明すること。
 回答（審査会合 令和元年10月29日）

位相特性の異なる地震動を用いた追加のスロッシング解析として，NS方向＋鉛直方向と
EW方向＋鉛直方向の2方向同時入力のスロッシング解析を行い，溢水量は2つの解析結
果を足し合わせて設定することとした。 （参考資料ー２）

上記の溢水量が，位相特性の異なる地震動を用いた3方向同時入力のスロッシング解析
による溢水量よりも大きくなり，保守的な設定であることを確認した。

指摘事項（審査会合 令和元年５月９日）
燃料プールのスロッシングによる溢水量評価の解析で，水平２方向の入力地震動として同

位相の基準地震動Ss-Dを用いていることで，溢水量が保守的に見積もられることを示すこと。
 回答（審査会合 令和元年7月25日）

燃料プールのスロッシングによる溢水量評価においては，同位相の地震動を用いたスロッシ
ング解析により必ずしも保守的に溢水量を算出できるとは限らないことから，水平方向に位相
の異なる地震動を用いてスロッシング解析を実施し，溢水量を算出することとした。
（参考資料ー１）
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⑥参考資料１ 審査会合の指摘事項に対する回答（1/３）

●スロッシング解析に用いる地震動について
・燃料プールのスロッシング解析には，基準地震動Ssのうちスロッ
シング固有周期において応答加速度が最大となるSs-Dを用い
た。（左図参照）

・Ss-Dは応答スペクトル波であり水平方向の方向性はないことか
ら，スロッシング解析では水平2方向のうち1方向にSs-Dと位相
特性の異なる模擬地震波（組合せ用地震動）による応答波
を入力した。（右図参照）

・組合せ用地震動は，水平2方向の組合せ影響評価用として，
基準地震動と同じ作成方法にて位相角を一様乱数とした正弦
波を重ね合わせて作成した。

0
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1
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1.6

1.8

2

1 10

震
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Ss-F2
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Ss-N2（EW成分）
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シ
ン
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：
Ｎ
Ｓ
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向
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.3
ｓ

図 入力地震動の加速度時刻歴波形
（EW方向に組合せ用地震動を適用）

図 燃料プールの床応答スペクトル（NS方向 減衰0.5％）
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●溢水量の算出結果
・水平２方向にSs-Dを入力したケースと水平2方向のうち1方向に組合せ用地震動を入力したケースの
スロッシング解析の結果を表に示す。

・Ss-D及び組合せ用地震動を用いた解析は下記2ケースを実施し，溢水量の大きくなる①の結果を解
析値として用いる。

①NS方向：Ss-D，EW方向：組合せ用地震動 （溢水量合計値：127m3）
②NS方向：組合せ用地震動，EW方向：Ss-D （溢水量合計値：123m3）

・内部溢水影響評価では，Ss-D及び組合せ用地震動を用いた解析結果を1.1倍し，スロッシングによ
る溢水量として用いる。

表 燃料プールのスロッシングによる溢水量解析値

床面への溢水量
［m３］

埋設ダクト
流入量［m3］

合計値
［m３］

Ss-D及び組合せ用地震動による解析 106 22 127

Ss-Dによる解析 85 22 106

⑥参考資料１ 審査会合の指摘事項に対する回答（2/３）
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図 燃料プールのスロッシング解析入力波のオービット

(1) NS方向及びEW方向ともにSs-Dを用いた場合 (2) NS方向にSs-D，EW方向に組合せ用地震動を用いた場合

入力地震動の方向性に対する考察
・NS，EW方向にSs-Dを入力すると，加振方向に指向性のある地震動となる。（図(1)参照）
・水平の１方向にSs-D，１方向に組合せ用地震動を入力すると，加振方向がランダムな地震動となる。
（図(2)参照）
・既往知見※により，矩形貯槽のスロッシング挙動において，加振方向により最大波高が変化することが確認
されている。

・現実的な地震動を考慮すると，1方向に組合せ用地震動を用いて評価することは妥当である。
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※出典：則竹一輝，鈴木森晶他，「矩形貯槽におけるスロッシング挙動とその抑制方法に対する検討」，土木学会論文集A2（応用力学），
Vol.68，No.2（応用力学論文集Vol.15），I_785-I_794，2012．
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⑥参考資料１ 審査会合の指摘事項に対する回答（3/３）
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表 燃料プールのスロッシング解析による溢水量（2方向入力）

床面への溢水量
［m３］

埋設ダクト
流入量［m3］

合計値
［m３］

備 考

①NS方向＋鉛直方向 55 20 75 解析結果

②EW方向＋鉛直方向 56 21 76 解析結果

①+② 110 41 151 溢水量を足し合わせ

（①+②）×1.1 121 45 166 1.1倍の考慮

内部溢水影響評価用 130 50 180
溢水影響評価に

用いる値

●燃料プールの溢水量算出結果
・NS方向＋鉛直方向，EW方向+鉛直方向にそれぞれSs-Dを入力したスロッシング解析の
結果を下表に示す。

・内部溢水影響評価に用いる溢水量は，NS方向＋鉛直方向，EW方向+鉛直方向の解
析結果を足し合わせた溢水量に対し，解析コード（Fluent）における解析値と試験値の差
異を踏まえて1.1倍を考慮し，保守的に設定した。

※ 表中の解析結果は，小数点以下を切り上げた値を示す。また，溢水量の足し合わせ及び係数倍は
解析結果に基づき実施し，表記上は小数点以下を切り上げた値を示す。

⑥参考資料2 審査会合の指摘事項に対する回答
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５. 想定破損評価に用いる各項目の算出及び影響評価(1/10)

 想定破損による溢水に対し，溢水源
毎の溢水量を算出し，設定した溢水
経路をもとに，影響評価を実施。

 あらゆる箇所での溢水の発生を想定し
た上で，溢水防護対象設備への溢水
影響の確認及び機能喪失の判定を実
施し，多重性・多様性を有する安全機
能が同時に損なわれないことを確認。

 安全機能が同時に損なわれるおそれが
ある場合は，溢水源，溢水経路又は
溢水防護対象設備に対して，拡大防
止対策，影響緩和対策又は発生防
止対策を組み合わせることで安全機能
を損なわない設計とする。

 発生防止対策については，評価ガイド
に則り応力評価に基づき想定破損を除
外。

※複数の安全区分の設備が同一の区画に存
在する場合や，設置されている設備と異区分
の溢水源が存在する場合のように，溢水が発
生した時点で複数の安全区分に影響がおよぶ
可能性が高く，止水対策等の拡大防止・影響
緩和対策により対応することが困難なケースを
抽出する

対策不要

拡大防止対策

影響緩和対策

溢水の発生を想定した上で，

影響評価を実施

Yes

拡大防止対策，影響
緩和対策により対応

可能か※

安全機能を同時に喪失

するおそれがあるか

発生防止対策

No

Yes

No

図 想定破損に対する評価及び防護方針の概要フロー

2019年5月9日第713回審査会合

資料2-1-1 p.10
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５. 想定破損評価に用いる各項目の算出及び影響評価(6/10)

 没水影響評価（例）で示した溢水防護対象設備の個別の機能喪失判定を踏まえ，プラント全体として安
全機能が保たれているかについて判定を実施する。

 一部の溢水防護対象設備の機能に影響を及ぼすものの，表に示すとおり，同一の安全機能を有する他の
系列の溢水防護対象設備の機能は維持される。

表 没水による安全機能への影響評価（例）

HPCS

自動

減圧系

残留熱

除去系

低圧炉心

スプレイ

系

自動

減圧系
逃がし
安全弁

自動
減圧系

残留熱除去
系(低圧注

水
モード)

低圧炉心
スプレイ系

残留熱除去

系(サプレッ

ション・

プール水冷

却モード)

逃がし
安全弁

自動
減圧系

残留熱除去

系(サプレッ

ション・

プール水冷

却モード)

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ － － － Ａ － － Ｂ Ｃ － － － － － Ａ Ｂ － － Ａ － Ａ － － Ｂ Ｃ Ｂ

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

監視
機能

FMW －

Ａ Ｂ － － Ａ Ｂ Ａ Ｂ － － － － － － Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ － Ａ Ｂ －

Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅰ Ⅱ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

溢水源 高圧炉心スプレイ系

溢水量[m
3
] 495

評価対象 原子炉施設

評価種別 想定破損
総合
判定

○
溢水発生区画 R-B1F-09N

備考

崩壊熱除去機能

機能判定 ○

{HCU(Ⅰ) and HCU(Ⅱ)}
or

{SLC(Ⅰ) and SLC(Ⅱ)} ○

2区分以上
{SRV(Ⅰ) or SRV(Ⅱ)}

or

{ADS(Ⅰ) or ADS(Ⅱ)}

{RHR(A) or RHR(B)} or [{SRV(Ⅰ) or ADS(Ⅰ)} and {RHR(A) or LPCS} and RHR(A)]
or [{SRV(Ⅱ) or ADS(Ⅱ)} and {RHR(B) or RHR(C)} and RHR(B)]

○ ○

安全機能
原子炉の

緊急停止機能
未臨界維持機能

原子炉隔離時
注水機能

低圧注水機能 圧力逃がし機能

○ ○

RHR(A)

or

RHR(B)

{SRV(Ⅰ) or ADS(Ⅰ)}

and

{RHR(A) or LPCS} and RHR(A)

{SRV(Ⅱ) or ADS(Ⅱ)}

and

{RHR(B) or RHR(C)} and RHR(B)

系統名

制御棒及び

制御棒駆動系

（水圧制御ユニッ

ト）

制御棒及び

制御棒駆動系

（水圧制御ユニッ

ト）

ほう酸水注入系

原子炉

隔離時

冷却系

高圧炉心

スプレイ系

フィードアンドブリードによる除熱(Ⅰ) フィードアンドブリードによる除熱(Ⅱ)

残留熱除去系
残留熱除去系

（低圧注水モード）

系統機能判定
 HCU(A)

and

 HCU(B)

 HCU(A)

and

 HCU(B)

 SLC(A)

and

 SLC(B)

RCIC

or

HPCS

 ADS(Ⅰ)

and

{RHR(A) or LPCS}

 ADS(Ⅱ)

and

{RHR(B) or RHR(C)}

SRV(Ⅰ)

or

SRV(Ⅱ)

 ADS(Ⅰ)

or

 ADS(Ⅱ)

系統区分

安全区分

自動減圧系＋Ａ-残留熱除去系

(低圧注水モード)，

低圧炉心スプレイ系

自動減圧系＋

Ｂ(Ｃ)-残留熱除去系

(低圧注水モード)

高圧炉心

スプレイ系
逃がし安全弁 自動減圧系

残留熱除去系

（原子炉停止時

冷却モード）

補機冷却機能／
冷却用海水供給機能

原子炉制御室
非常用換気空調機

事故時状態把握 冷却機能 給水機能

判定

評価対象 燃料プール

安全機能
格納容器の
冷却機能

隔離機能
放射性物質の
濃度低減機能

格納容器内の
可燃性ガス制御機

非常用電源機能

原子炉施設

○

○

[FPC(A) or FPC(B)]

or

[RHR(A) or RHR(B)]

FMW

or

[RHR(A) or RHR(B)]

系統機能判定
RHR(A)

or

RHR(B)

隔離弁(内側)
or

隔離弁(外側)

SGT(A)

or

SGT(B)

FCS(A)

or

FCS(B)

2区分以上 2区分以上

○ ○機能判定 ○ ○ ○ ○ ○

HVC(A)

or

HVC(B)

燃料

プール

補給水

系

残留熱除去系
監視

機能

系統区分

安全区分

判定

原子炉補機冷却系

原子炉補機海水系

高圧炉心スプレイ補機冷却系

高圧炉心スプレイ補機海水系

中央制御室

空調換気系
事故時計装系 燃料プール冷却系 残留熱除去系系統名

残留熱除去系

(格納容器冷却

モード)

格納容器隔離弁 非常用ガス処理系
可燃性ガス

濃度制御系

非常用交流電源

非常用直流電源

計測制御用電源

A系 or B系
FPC(A)

or

FPC(B)

RHR(A)

or

RHR(B)

RHR(A)

or

RHR(B)

○

○
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６． 電源の信頼性



2外部電源（１／２）

送電線系統図

【電線路の物理的分離】
全ての送電線が同一鉄塔に架線された箇所はなく，
物理的に分離した設計としている。
220kV送電線と66kV送電線の交差箇所において
，送電線に異常があっても，災害時の復旧体制を
整備しており，ディーゼル発電機の燃料容量の7日
以内に66kV送電線を復旧することにより発電所への
電源供給を確保する。

№ 交差の状況 交差箇所での異常発生時の評価

①
220kV第二島根原子力幹線（下部）と
500kV島根原子力幹線（上部）

66kV鹿島線・鹿島支線が健全

②
220kV第二島根原子力幹線（上部）と66kV

鹿島支線（下部）
非常用ディーゼル発電機の燃料容量の７日
以内に66kV鹿島支線を仮復旧

③
66kV鹿島支線（下部）と500kV島根原子力

幹線（上部）
220kV第二島根原子力幹線が健全

④
220kV第二島根原子力幹線（上部）と66kV

第２-66kV開閉所線（下部）
66kV鹿島支線が健全

複数の独立した送電線ルートを確保していることに加え，万が一送電線の事故が発生した場合にも，その他
のルートから電源の確保が可能である。

【電力系統の概要】
島根２号炉は，220kV送電線1ルート2回線及
び66kV送電線1ルート1回線の合計2ルート3回
線で連系しており，220kV送電線は，北松江変
電所に，66kV送電線は，津田変電所に接続さ
れ，それぞれ互いに独立している。
注）500kV送電線は，建設中の島根３号炉に連系

し，島根２号炉の申請対象外である。

中国電力および中国電力ネットワーク株式会社は「原子力災害対策規程」を制定しており，一体的な体制に
より，緊急事態が発生または発生するおそれのある場合，迅速かつ円滑な災害対応を行うこととしている。

なお，構内アクセスルートに支障となる鉄塔については，耐震評価を行いアクセスルートが確保できる設計とし
ている。
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第2-66kV開閉所外観

外部電源（２／２） 【自主対策】

 なお，外部電源からの受電が出来なくなった場合には、 自動的に非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機から受電する。ディーゼル発電機は３台備え，各ディーゼル発電機を７日間以上
連続運転できる燃料容量を有している。

 地震により「外部電源喪失かつ島根２号炉受電設備の機能喪失」という多重事故が発生する場合において
も，島根３号炉の66kV受電回路として設置している第2-66kV開閉所から66kV外部電源復旧後，島
根２号炉へ電力を供給できる設計としている。

 第2-66kV開閉所は，高台(EL44m)に設置し設計基準地震動での耐震性を評価している。
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 代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。

 平成25年の申請時には，常設代替交流電源設備をガスタービン発電機車としていたが，見直した基準地
震動において耐震評価した結果，一部の部位で耐震性を確保できないことが判明したため，耐震性を有し
た常設型のガスタービン発電機に変更した。

ガスタービン発電機 外観 高圧発電機車（保管場所）

代替交流電源設備

 外部電源喪失，非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機および高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機が故障（「全交流動力電源喪失」）した場合に備え，重大事故等対処設備として，以下の代替
交流電源設備を新たに設置している。
・ ガスタービン発電機（常設代替交流電源設備） ２台（うち予備１台）
・ 高圧発電機車（可搬型代替交流電源設備） ７台（うち予備１台）



5非常用直流電源設備及び代替直流電源設備

 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が，常設代替交流電源設備から開始される
までの間にも，原子炉格納容器の健全性を確保するための設備の動作に必要な容量を有する蓄電池を設置している。非常
用直流電源設備は３系統を有し，いずれかの１系統が故障しても残りの２系統で原子炉の安全を確保できる。

 島根2号炉は原子炉隔離時冷却系の制御電源，動力電源への電源供給を行う区分Ⅱに対して重大事故等対処設備と
して増強（B-115V系蓄電池，B1-115V系蓄電池（SA))を行い，８時間後に不要な負荷の切り離しを実施し，蓄電
池を組み合わせることで24時間電源供給可能としている。また，重大事故時計装及び高圧原子炉代替注水系に直流電
源を供給できるSA専用の蓄電池（SA用115V系蓄電池）を設置している。
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直流電源設備系統図

B-115V系蓄電池（代表例）
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 島根２号炉は自主対策として，廃止措置期間中の島根１号炉及び島根３号炉を相互に接続することで
安全性が向上する場合，非常用所内電源系の相互接続を行う。

 ２号炉非常用メタクラと１号炉非常用メタクラ，３号炉非常用メタクラは，号炉間で独立しているが，予備
変圧器分岐盤又は，緊急用メタクラを用いた相互接続が可能な設計としている。また，非常用コントロール
センタ間でも相互接続可能な設計としている。

 なお，通常時は号炉間の両端の遮断器を開放することにより２号炉非常用所内電源系の分離を図ることと
している。

単線結線図（非常用所内電源系の相互接続）

号炉間電源融通【自主対策】

 他号炉から2号炉へ電源融通ができない場合でも，高圧発電機車から電源供給が可能である。


